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連結注記表 
第 46 期（2022 年３月期） 

 
１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等 

（１）連結の範囲に関する事項 

連結子会社の数    ２社 

連結子会社の名称   TACMINA USA CORPORATION 

TACMINA KOREA CO.,LTD. 

 

（２）持分法の適用に関する事項 

① 持分法を適用した関連会社の状況 

持分法適用の関連会社数     １社 

持分法適用の関連会社の名称   タクミナエンジニアリング株式会社 

② 持分法適用手続に関する特記事項 

持分法適用会社であるタクミナエンジニアリング株式会社の決算日は連結決算日と異な

るため、当該会社の事業年度に係る財務諸表を使用しております。 

 

（３）連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社である TACMINA USA CORPORATION 及び TACMINA KOREA CO.,LTD.の決算日は 12 月 31 日

であります。連結計算書類の作成にあたっては、同日現在の財務諸表を使用しております。 

ただし、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。 

 

（４）会計方針に関する事項 

① 資産の評価基準及び評価方法 

イ. 有価証券 

その他有価証券 

市場価格のない株式等以外のもの 

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により

算定）を採用しております。 

市場価格のない株式等 

移動平均法による原価法を採用しております。 
 

ロ. デリバティブ等の評価基準及び評価方法 

時価法を採用しております。 
 

ハ. 棚卸資産の評価基準及び評価方法 

総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法によ

り算定）を採用しております。 

 



② 固定資産の減価償却の方法 

イ. 有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法（ただし、建物並びに 2016 年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物に

ついては定額法）を採用し、在外連結子会社は主として定額法を採用しております。 

なお、主な資産の耐用年数は次のとおりであります。 
 

建 物 及 び 構 築 物      ８～47 年 

機 械 装 置 及 び 運 搬 具      ４～14 年 
 

ロ. 無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法を採用しております。 

ソフトウエア（自社使用）については、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額

法を採用しております。 
 

ハ.リース資産 

所有権移転外ファイナンス･リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 
 

③ 引当金の計上基準 

イ. 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま

す。 
 

ロ. 賞与引当金 

従業員の賞与の支給に充てるため、当連結会計年度に負担すべき支給見込額を計上してお

ります。 
 

④ 収益及び費用の計上基準 

当社グループの顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容

及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。 
 

イ. 商品及び製品の販売 

当社グループは、ポンプ等の製造及び販売並びに補器等の関連商品の販売を行っており、

当該商品及び製品の提供を履行義務として識別しております。このような商品及び製品の販

売については、国内販売においては、顧客に商品及び製品それぞれを引き渡した時点で収益

を認識しておりますが、出荷時から当該商品及び製品の支配が顧客に移転される時までの期

間が通常の期間であるため、出荷時に収益を認識しております。また、輸出販売においては、

インコタームズ等で定められた貿易条件に基づきリスク負担が顧客に移転した時点で収益

を認識しております。 

 

ロ. 試運転調整作業等を伴う装置等の販売 

当社グループは、試運転調整作業等を伴う装置等の設計及び販売を行っており、当該装置

等及び試運転調整作業等の提供を履行義務として識別しております。このような試運転調整

作業等を伴う装置等の販売については、原則として、当該試運転調整作業等が完了した時点

で収益を認識しております。 

 



ハ. メンテナンス等のサービスの提供 

当社グループは、個別契約に基づく商品及び製品の修理又は顧客生産現場におけるメンテ

ナンス作業等のサービスの提供を行っており、当該サービスの提供を履行義務として識別し

ております。このようなメンテナンス等のサービスの提供については、当該サービス提供が

完了した時点で収益を認識しております。 
 

なお、収益は顧客との契約において約束された対価から、値引き等を控除した金額で算定してお

ります。また、これらの取引の対価は、履行義務の充足時点から１年以内に受領しており、重要な

金融要素は含んでおりません。 

 

（５）その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項 

① ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用しております。また、為替変動リスクのヘッジについて振当処理の要

件を充たしている場合には振当処理を、金利スワップについて特例処理の条件を充たしている

場合には特例処理を採用しております。 
 

② 退職給付に係る会計処理の方法 

イ. 退職給付見込額の期間帰属方法 

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させ

る方法については、給付算定式基準によっております。 

 

ロ. 数理計算上の差異の費用処理方法 

数理計算上の差異については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数（10 年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費

用処理しております。 
 

③ 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益と

して処理しております。なお、在外子会社の資産及び負債は、決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部におけ

る為替換算調整勘定に含めております。 
 

④ 消費税等の会計処理 

税抜方式を採用しております。 

 



２．会計方針の変更に関する注記 

（収益認識に関する会計基準等の適用) 

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 29 号 2020 年３月 31 日。以下「収益認識会計基

準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転

した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたし

ました。 

これにより、顧客との契約において納期等が長期に渡るような案件について、従来は、製品部分は

出荷時、試運転調整部分は試運転調整完了時に収益を認識しておりましたが、収益認識会計基準に基

づき履行義務の識別及びその充足時点について検討を行った結果、一部の取引については、製品の引

渡及び試運転調整を単一の履行義務として識別し、試運転調整が完了した時点で収益を認識する方法

に変更しております。また、従来は、販売費及び一般管理費に計上していた販売手数料の一部及び営

業外費用に計上していた売上割引については、売上高から減額する方法に変更しております。 

収益認識会計基準等の適用については，収益認識会計基準第 84 項ただし書きに定める経過的な取

扱いに従っており，当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響

額を，当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し，当該期首残高から新たな会計方針を適用してお

ります。 

また前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示しておりました「受取手形及

び売掛金」は、当連結会計年度より「受取手形」及び「売掛金」に含めて表示しております。 

この結果、従来の方法に比べて、当連結会計年度の売上高が 22,817 千円、売上原価が 20,871 千円

それぞれ増加した一方、販売費及び一般管理費が 7,846 千円、営業外費用が 7,778 千円それぞれ減少

し、これらの結果、営業利益が 9,791 千円、経常利益、税金等調整前当期純利益が 17,570 千円それ

ぞれ増加しております。また、利益剰余金の当期首残高が 12,193 千円減少しております。 

 

（時価の算定に関する会計基準等の適用） 

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第 30 号 2019 年７月４日。以下「時価算定会計基

準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第 19 項及び「金融商品に関

する会計基準」（企業会計基準第 10 号 2019 年７月４日）第 44-2 項に定める経過的な取扱いに従っ

て、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。 

これによる連結計算書類に与える影響はありません。 

また、「金融商品に関する注記」において、金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事

項等の注記を行っております。 

 

３．表示方法の変更に関する注記 

（連結貸借対照表) 

前連結会計年度において「流動負債」の「支払手形及び買掛金」に含めて表示しておりました「電

子記録債務」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記しております。 

なお、前連結会計年度の「電子記録債務」は 3,242 千円であります。 

 



４．重要な会計上の見積りに関する注記 

（１）繰延税金資産の回収可能性に関する事項 

① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額 

繰延税金資産            342,878 千円 
 

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報 

繰延税金は、連結会計年度末日における資産及び負債の会計上の帳簿価額と税務基準額との

差額に対して資産負債法により繰延税金資産及び繰延税金負債を計上しております。 

繰延税金資産の認識に際しては、定期的に回収可能性を検討し、回収が不確実と判断された

部分に対して評価性引当額を計上しております。また、回収可能性の判断においては、事業計

画に基づき、将来獲得しうる課税所得見込額と、実行可能なタックス・プランニングを考慮し

て、将来の税金負担額を軽減する効果を有すると考えられる範囲内で繰延税金資産を計上して

おります。 

課税所得が生じる時期及び金額は、将来の不確実な経済条件の変動によって影響を受ける可

能性があり、実際に生じた時期及び金額が見積りと異なった場合、翌連結会計年度において繰

延税金資産の取崩及びそれに伴う税金費用が計上される可能性があります。 

 

５．連結貸借対照表に関する注記 

（１）有形固定資産の減価償却累計額                       3,638,302千円 

 

（２）土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評

価を行い、土地再評価差額金を純資産の部に計上しております。 

① 再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令（平成 10 年３月 31 日公布政令第 119 号）第２条第４号に

定める「当該事業用土地について地価税法第 16 条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎

となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算出した価額に

合理的な調整を行って算出する方法」を採用しております。 
 

② 再評価を行った年月日   2002 年３月 31 日 
 

③ 再評価を行った土地の当連結会計年度末における時価と再評価後の帳簿価額との差額 

△125,399千円 

 



６．連結株主資本等変動計算書に関する注記 

（１）当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数 

普 通 株 式     7,728,540株 

 

（２）配当に関する事項 

① 配当金支払額 

決 議 株式の種類 
配当金の総額

(千円) 

１株当たり 

配当額(円) 
基準日 効力発生日 

2021年６月18日 

定時株主総会 
普通株式 180,104 25.00 2021年３月31日 2021年６月21日 

2021年10月15日 

取締役会 
普通株式 144,355 20.00 2021年９月30日 2021年12月３日 

計  324,460   

（注）2021年６月18日定時株主総会決議による１株当たり配当額には記念配当5.00円が含まれてお

ります。 

 

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

次のとおり決議を予定しております。 

決 議 株式の種類 
配当金の総額

(千円) 
配当の原資

１株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 

2022年６月24日 

定時株主総会 
普通株式 180,443 利益剰余金 25.00 2022年３月31日 2022年６月27日

 

７．退職給付に関する注記 

採用している退職給付制度の概要 

内規に基づく社内積立の退職一時金制度のほか確定給付企業年金制度を採用しております。 

 

８．金融商品に関する注記 

（１）金融商品の状況に関する事項 

当社グループは、資金調達については、資金計画に基づき必要な資金を銀行等の金融機関より借

り入れております。一時的な余資は主に流動性の高い金融資産で運用しており、投機的な取引は行

わない方針であります。 

営業債権である受取手形、売掛金及び電子記録債権に係る取引先の信用リスクに関しては、取引

先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、財務状況等の悪化による回収懸念の早期把握や軽

減をはかっております。 

投資有価証券は、主に株式及び債券であり、市場価格の変動リスク及び発行体の信用リスクに晒

されておりますが、社内規程に基づき保有状況を見直すなどにより、適切に管理を行っております。 

営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、そのほとんどが５ヶ月以内の支払期日で

あります。 

借入金の使途は通常の営業取引に係る資金（主として短期）及び、設備投資に係る資金（長期）

であります。 

営業債務及び借入金は、流動性リスクを有しておりますが、月次で資金繰計画を作成更新すると

ともに、手許流動性の維持をはかるなどにより、流動性リスクを管理しております。 



デリバティブ取引は、外貨建債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした

先物為替予約取引を利用しております。なお、デリバティブ取引は信用リスク及び市場リスクを有

しておりますが、取引の執行・管理については、取引権限を定めた社内規程に従っており、実需の

範囲で行うこととしております。 

 

（２）金融商品の時価等に関する事項 

2022 年３月 31 日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり

であります。なお、市場価格のない株式等（連結貸借対照表計上額 159,571 千円）は、「投資有価証

券」には含めておりません。また、現金は注記を省略しており、預金、受取手形、売掛金、電子記

録債権、支払手形及び買掛金、電子記録債務、短期借入金は短期間で決済されるため、時価が帳簿

価額に近似することから、注記を省略しております。 

（単位：千円）

 
連結貸借対照表 

計上額 
時価 差額 

① 投資有価証券 816,849 816,849 － 

② 長期借入金（1年内返済予定 

の長期借入金を含む） 
(350,000) (349,899) 100

③ デリバティブ取引 360 360 － 

（注）負債に計上されているものについては、（ ）で表示しております。 

 

（３）金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項 

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３

つのレベルに分類しております。 

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される

当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価 

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時

価の算定に係るインプットを用いて算定した時価 

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価 

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット

がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先度が最も低いレベルに時価を分類してお

ります。 

① 時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債 

（単位：千円）

区分 
時価 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

投資有価証券  

その他有価証券  

株式 474,225 － －  474,225

社債 － 342,624 －  342,624

デリバティブ取引 － 360 －  360

 



② 時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債 

（単位：千円）

区分 
時価 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

長期借入金（１年内返済予定 

の長期借入金を含む） 
－ 349,899 －  349,899

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明 

投資有価証券 

上場株式及び社債は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引され

ているため、その時価をレベル１の時価に分類しております。一方で、当社が保有している社

債は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、その時

価をレベル２の時価に分類しております。 
 

デリバティブ取引 

為替予約の時価は、金利や為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法に

より算定しており、レベル２の時価に分類しております。 
 

長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む） 

これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を

基に、割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。 

 

９．収益認識に関する注記 

（１）顧客との契約から生じる収益を分解した情報 

（単位：千円）

 定量ポンプ 
ケミカル 
移送ポンプ

計測機器・

装置 
流体機器 

ケミカル 
タンク 

その他 合計 

個々の財又はサービス

から単独で顧客が便益

を享受することができ

るもの 

4,538,633 491,573 569,024 276,959 441,520 136,844 6,454,557

複数の財又はサービス

の組み合わせにより顧

客が便益を享受するこ

とができるもの 

853,670 123,072 681,804 147,277 211,042 205,020 2,221,886

外部顧客への売上高 5,392,303 614,645 1,250,828 424,237 652,562 341,864 8,676,443

 

（２）顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報 

「１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等（４）会計方針に関す

る事項 ④ 収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。 

 



（３）当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報 

① 顧客との契約から生じた債権及び契約負債の残高 

（単位：千円）

 
当連結会計年度（期首）

2021年４月１日 

当連結会計年度（期末）

2022年３月31日 

顧客との契約から生じた債権 3,280,846 3,603,384 

契約負債 82,815 15,260 

契約負債は、連結貸借対照表上、「流動負債」の「その他」に計上しております。契約負債は、

商品及び製品の販売等に係る顧客との契約について、支払条件に基づき受け取った前受金であり、

収益の認識に伴い取り崩されます。 

なお、当連結会計年度において認識した収益の額うち、期首現在の契約負債残高に含まれていた

額は、82,815 千円であります。 

 

② 残存履行義務に配分した取引価格 

当初に予想される契約期間が１年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載

を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要

な金額はありません。 

 

１０．１株当たり情報に関する注記 

１株当たり純資産額 1,125円37銭  

１株当たり当期純利益 122円12銭  



個別注記表 

第46期（2022年３月期） 

 

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記  

（１）資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

・子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法を採用しております。 

・その他有価証券 

市場価格のない株式等以外のもの 

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

を採用しております。 

市場価格のない株式等 

移動平均法による原価法を採用しております。 
 

② デリバティブ等の評価基準及び評価方法 

時価法を採用しております。 
 

③ 棚卸資産の評価基準及び評価方法 

総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算

定）を採用しております。 

 

（２）固定資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法（ただし、建物並びに 2016 年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物につ

いては定額法）を採用しております。 
なお、主な資産の耐用年数は次のとおりであります。 

 
建 物     ８～47 年 

機 械 及 び 装 置     12～14 年 

工 具 、 器 具 及 び 備 品     ５～15 年 
 

② 無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法を採用しております。 

ソフトウエア（自社使用）については、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額

法を採用しております。 
 

③ リース資産 

所有権移転外ファイナンス･リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

 



（３）引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。 
 

② 投資損失引当金 

関係会社への投資に対する損失に備えるため、当該会社の財政状態を勘案し、所要額を計上

しております。 
 

③ 賞与引当金 

従業員の賞与の支給に充てるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。 
 

④ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、計上しております。 
なお、数理計算上の差異はその発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数（10 年）

による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしてお

ります。 
 

（４）収益及び費用の計上基準 

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履

行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。 
 

① 商品及び製品の販売 

当社は、ポンプ等の製造及び販売並びに補器等の関連商品の販売を行っており、当該商品及

び製品の提供を履行義務として識別しております。このような商品及び製品の販売については、

国内販売においては、顧客に商品及び製品それぞれを引き渡した時点で収益を認識しておりま

すが、出荷時から当該商品及び製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間であ

るため、出荷時に収益を認識しております。また、輸出販売においては、インコタームズ等で

定められた貿易条件に基づきリスク負担が顧客に移転した時点で収益を認識しております。 
 

② 試運転調整作業等を伴う装置等の販売 

当社は、試運転調整作業等を伴う装置等の設計及び販売を行っており、当該装置等及び試運

転調整作業等の提供を履行義務として識別しております。このような試運転調整作業等を伴う

装置等の販売については、原則として、当該試運転調整作業等が完了した時点で収益を認識し

ております。 
 

③ メンテナンス等のサービスの提供 

当社は、個別契約に基づく商品及び製品の修理又は顧客生産現場におけるメンテナンス作業

等のサービスの提供を行っており、当該サービスの提供を履行義務として識別しております。

このようなメンテナンス等のサービスの提供については、当該サービス提供が完了した時点で

収益を認識しております。 
 

なお、収益は顧客との契約において約束された対価から、値引き等を控除した金額で算定しており

ます。また、これらの取引の対価は、履行義務の充足時点から１年以内に受領しており、重要な金融

要素は含んでおりません。 

 



（５）その他計算書類作成のための基本となる重要な事項 

① ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用しております。また、為替変動リスクのヘッジについて振当処理の要

件を充たしている場合には振当処理を、金利スワップについて特例処理の条件を充たしている

場合には特例処理を採用しております。 
 

② 消費税等の処理方法 

税抜方式を採用しております。 
 

③ 退職給付に係る会計処理 

退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理額の会計処理の方法は、連結計算書類にお

けるこれらの会計処理の方法と異なっております。 

 

２．会計方針の変更に関する注記 

（収益認識に関する会計基準等の適用) 

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 29 号 2020 年３月 31 日。以下「収益認識会計基

準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した

時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしまし

た。 

これにより、顧客との契約において納期等が長期に渡るような案件について、従来は、製品部分は

出荷時、試運転調整部分は試運転調整完了時に収益を認識しておりましたが、収益認識会計基準に基

づき履行義務の識別及びその充足時点について検討を行った結果、一部の取引については、製品の引

渡及び試運転調整を単一の履行義務として識別し、試運転調整が完了した時点で収益を認識する方法

に変更しております。また、従来は、販売費及び一般管理費に計上していた販売手数料の一部及び営

業外費用に計上していた売上割引については、売上高から減額する方法に変更しております。 

収益認識会計基準等の適用については，収益認識会計基準第 84 項ただし書きに定める経過的な取

扱いに従っており，当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を，

当事業年度の期首の利益剰余金に加減し，当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。 

この結果、従来の方法に比べて、当事業年度の売上高が 22,817 千円、売上原価が 20,871 千円それ

ぞれ増加した一方、販売費及び一般管理費が 7,846 千円、営業外費用が 7,778 千円それぞれ減少し、

これらの結果、営業利益が 9,791 千円、経常利益、税引前当期純利益が 17,570 千円それぞれ増加し

ております。また、利益剰余金の当期首残高が 12,193 千円減少しております。 

 

（時価の算定に関する会計基準等の適用） 

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第 30 号 2019 年７月４日。以下「時価算定会計基

準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第 19 項及び「金融商品に関する

会計基準」（企業会計基準第 10 号 2019 年７月４日）第 44-2 項に定める経過的な取扱いに従って、

時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これ

による計算書類に与える影響はありません。 

 

３．表示方法の変更に関する注記 

（貸借対照表) 

前事業年度において「流動負債」の「支払手形」に含めて表示しておりました「電子記録債務」は、

金額的重要性が増したため、当事業年度より区分掲記しております。 

なお、前事業年度の「電子記録債務」は 3,242 千円であります。 



４．重要な会計上の見積りに関する注記 

（１）繰延税金資産の回収可能性に関する事項 

① 当事業年度の計算書類に計上した金額 

繰延税金資産            358,324 千円 
 

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報 

「連結注記表 ４．重要な会計上の見積りに関する注記（１）繰延税金資産の回収可能性に

関する事項 ② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報」に同一の内

容を記載しているため、注記を省略しております。 

 

５．貸借対照表に関する注記 

（１）有形固定資産の減価償却累計額                       3,614,249千円 

 

（２）土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評

価を行い、土地再評価差額金を純資産の部に計上しております。 

① 再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令（平成 10 年３月 31 日公布政令第 119 号）第２条第４号に

定める「当該事業用土地について地価税法第 16 条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎

となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算出した価額に

合理的な調整を行って算出する方法」を採用しております。 
 

② 再評価を行った年月日   2002 年３月 31 日 
 

③ 再評価を行った土地の当事業年度末における時価と再評価後の帳簿価額との差額 

△125,399千円 

 

（３）関係会社に対する金銭債権及び金銭債務 

短期金銭債権 

受 取 手 形 954 千円  

売 掛 金 10,806 千円  

未 収 金 975 千円  

短期金銭債務 

買 掛 金 3,797 千円  

未 払 金 74,620 千円  

 

（４）取締役に対する金銭債権及び金銭債務 

金銭債務            121,086千円 

 

６．損益計算書に関する注記 

関係会社との取引高 

売 上 高 83,888 千円  

仕 入 高 34,772 千円  

販売費及び一般管理費 286,202 千円  

 



７．株主資本等変動計算書に関する注記 

自己株式に関する事項 

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末 

普通株式 524,364株 80株 13,660株 510,784株

（注）１．自己株式の増加80株は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

２．自己株式の減少13,660株は、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分によるものであり

ます。 

 

８．税効果会計に関する注記 

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産 

棚卸資産                   121,177 千円 

有形固定資産                 38,614 

未払事業税                  12,865 

賞与引当金                  91,295 

長期未払金                  37,052 

退職給付引当金                216,211 

関係会社株式評価損              57,210 

投資損失引当金                 5,547 

その他                     45,267 

繰延税金資産小計                625,242 

評価性引当額                 △142,154 

繰延税金資産合計                483,087 

繰延税金負債 

その他有価証券評価差額金          △100,134 

前払年金費用                 △24,469 

繰延ヘッジ損益                  △158 

繰延税金負債合計               △124,762 

繰延税金資産の純額                 358,324 

 

９．収益認識に関する注記 

（顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報） 

「連結注記表 ９．収益認識に関する注記」に同一の内容を記載しているため、注記を省略してお

ります。 

 

１０．１株当たり情報に関する注記 

１株当たり純資産額 1,067円40銭  

１株当たり当期純利益 102円52銭  

 


